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	　○　この雨水貯留浸透施設は，特定都市河川浸水被害対策法第３０条の許可に係る工事により設置されたものです。
	


別記様式第６号（第１０条関係）
注　標識の大きさについては，これを設置する土地又は建築物等の規模等により，この様式により難い場合は「縦１５センチメートル，横３０センチメートル」又は「縦８センチメートル，横１５センチメートル」とする。



